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１．法令名・根拠条項 ① 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

第11条（料金の掲示）

２．不利益処分の概要 料金掲示義務違反に係る指示又は注意

３．処分基準

料金の掲示については、料金の透明性を確保し、利用者の利益を保護する観点か

ら義務付けているものであり、

・ 営業の開始前に、利用者から収受する料金を定めていない

・ 営業所において利用者に見えやすいように掲示していない

等の場合は違反行為となり、変更するときも同様である。

また、その料金については、具体的に距離等に応じた確定額の料金が定められて

いることが必要である。

なお、料金表の内容は、代行運転役務の提供の条件の説明の際に提示する書面に

おける内容と同様のものでなければならない。

４．処分を行う課（所） 地域振興部交通対策課

５．本庁担当課、担当係 地域振興部交通対策課 交通安全スタッフ


